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５－２ 銃器など所持許可の要件と審査 

５－２－１ 銃器免許の種類 

（１）銃器免許 

 銃器免許の取得が必要となる銃器は、以下のとおりである。銃器免許は口径のサイズに

関わらず単発のライフル及びセルフローディング 22RF ライフル、前込め式けん銃や散弾銃

を対象とすることが一般的である225。 

銃器免許が必要となる銃器226 

 

 

 

 

 

イングランド及びウェールズにおける過去 10年間の銃器免許証の発行数は減少傾向にあ

り、最近では年間の新規発行数は 1万件以下で推移している。2005 年－2006 年の銃器免許

の新規発行数は約 8,600 件である外、約 90 件が申請時に却下されている。又、同年に更新

された銃器免許証は約2万9,100件である。更新時には約40件の申請が却下されている227。

内務省が発表している統計によると、2006 年時点で銃器免許の取得者は約 12 万 7,900 人と

なっている。これらの免許取得者が所持している銃器の数は約 38 万 8,600 丁である228。 

 

銃器免許の発行数の推移（1990－2005/06） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：UK Home Office, “Firearm Certificates in England and Wales 2005/06" 

                                                  
225 Metropolitan Police Service ホームページ 
226 同上 
227 UK Home Office, “Firearm Certificates in England and Wales 2005/06" 
228 同上 

 銃身を持ち、致命傷を負わせることが可能な武器及びその実包 

※ ただし、以下の銃器については、銃器免許は必要ない。 

 散弾銃免許の対象となる散弾銃 

 非常に危険であるとの認定を受けていない空気銃 
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イングランド及びウェールズで銃器免許を所持しているのは、対人口比 0.2%にも満たな

い。又、所持の為に銃器免許が必要となる銃器の所持者は人口の 1%以下であり、銃器の普

及率は低いといえる。 

 

銃器免許の発行状況の推移 

新規 更新 合計 
銃器免許が 

必要となる銃器 
年 

発行数
却下 

された数 
発行数

却下 

された数
発行数 人口比 銃器の数 人口比

1990 11,200 230 38,700 240 142,500 0.28% N/A N/A

1991 10,100 180 38,400 170 138,600 0.27% N/A N/A

1992 10,600 160 38,500 120 136,800 0.27% N/A N/A

1993 10,900 120 37,300 170 138,400 0.27% N/A N/A

1994 11,700 120 37,900 130 140,200 0.27% N/A N/A

1995 10,900 110 38,500 110 141,700 0.28% 413,600 0.82%

1996 10,200 160 38,100 120 141,900 0.28% 418,300 0.82%

1997 6,800 120 32,800 80 133,600 0.26% 305,000 0.60%

1998 5,900 110 1,600 10 131,900 0.26% 295,000 0.58%

1999 5,000 90 250 0 132,300 0.25% 296,400 0.58%

2000 5,900 80 26,200 90 125,400 0.24% 296,800 0.58%

2001 7,100 80 31,300 110 119,600 0.23% 301,000 0.59%

2002 8,600 80 28,800 90 117,700 0.22% 311,000 0.60%

2002/2003 8,600 70 25,100 70 118,600 0.22% 316,700 0.61%

2003/2004 7,700 80 4,100 10 122,100 0.23% 342,200 0.66%

2004/2005 9,100 150 8,300 10 126,400 0.24% 358,300 0.69%

2005/2006 8,600 90 29,100 40 127,900 0.24% 368,600 0.70%

注）人口比はイングランド及びウェールズの全人口を用いて算出した。 

出所：UK Home Office,“Firearm Certificates in England and Wales 2005/06"及びイギリス統計局 

より MRI 作成 
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（２）散弾銃免許 

散弾銃免許の取得が必要となる銃器は、エアガン以外の滑腔銃である229。 

 

散弾銃免許が必要となる銃器230 

 

 

 

 

 

過去 10 年間の散弾銃免許証の発行数の推移を見ると、1990 年代後半に減少したものの、

最近は少しずつ増加しており、最近の年間新規発行数は約 2 万 5,000 万件前後で推移して

いる。2005 年－2006 年の散弾銃免許の新規発行数は約 2万 5,200 件であり、約 380 件が申

請時に却下されている。又、同年に更新された散弾銃免許証の数は約 14 万 1,100 件であり、

更新時には約 180 件の申請が却下されている。 

内務省が発表している統計によると、2006 年時点で散弾銃免許の取得者は約 56 万 4,600

人となっている。又、これらの免許取得者が所持している散弾銃の数は約 136 万 800 丁で

ある。散弾銃免許取得者の数は、銃器免許取得者の 3 倍以上であり、イギリスでは散弾銃

がより一般的に用いられていることがわかる。 

 

散弾銃免許の発行数の推移（1990－2005/06） 

 

出所：UK Home Office, “Firearm Certificates in England and Wales 2005/06" 

                                                  
229 Metropolitan Police Service ホームページ 
230 同上 
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イングランド及びウェールズで散弾銃銃器免許を所持しているのは、対人口比約 1%と銃

器免許と比較し多くなっている。さらに、所持の為に散弾銃免許が必要となる銃器の所持

者は人口の約 3%であり、散弾銃がより多く社会に普及していることがわかる。 

 

散弾銃免許の発行状況の推移 

新規 更新 合計 
散弾銃免許が 

必要となる銃器 
年 

発行数
却下 

された数 
発行数

却下 

された数
発行数 人口比 散弾銃の数 人口比

1990 37,800 550 213,500 650 802,300 1.59% N/A N/A

1991 35,500 540 208,700 450 724,600 1.43% N/A N/A

1992 33,000 530 197,200 240 689,200 1.35% N/A N/A

1993 31,100 450 195,800 190 681,100 1.34% N/A N/A

1994 32,200 440 201,400 140 670,000 1.31% N/A N/A

1995 24,800 360 195,900 130 653,800 1.28% 1,325,800 2.62%

1996 25,800 500 193,100 230 638,000 1.24% 1,335,000 2.63%

1997 20,800 380 174,500 170 623,100 1.21% 1,343,900 2.64%

1998 16,900 380 6,600 60 627,600 1.21% 1,343,100 2.63%

1999 15,600 440 2,500 10 625,700 1.20% 1,327,800 2.60%

2000 18,200 350 141,300 280 602,500 1.16% 1,320,900 2.58%

2001 22,700 370 162,400 310 577,200 1.10% 1,307,600 2.54%

2002 25,600 350 152,700 300 559,000 1.06% 1,314,600 2.55%

2002/2003 26,100 350 125,200 260 561,800 1.06% 1,325,400 2.56%

2003/2004 22,500 370 13,500 50 569,900 1.07% 1,372,700 2.64%

2004/2005 23,400 490 46,600 40 572,400 1.07% 1,384,000 2.65%

2005/2006 25,200 380 141,100 180 564,600 1.05% 1,360,800 2.60%

注）人口比はイングランド及びウェールズの全人口を用いて算出した。 

出所：UK Home Office,“Firearm Certificates in England and Wales 2005/06"及びイギリス統計局 

より MRI 作成 
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５－２－２ 銃器/散弾銃免許の取得プロセス 

銃器を所持するためには、銃器の種類に応じて銃器免許又は散弾銃免許を取得しなけれ

ばならない。 

 

（１）銃器免許の取得プロセス 

① 欠格事由の確認 

銃器免許を取得するためには、終身刑又は懲役 3年以上の実刑判決を受けていないこと、

未成年者ではないこと、精神疾患者などの欠格事由に該当しないことなどが条件になる。

銃器免許を申請する際は、交通規則違反や海外での起訴を含む全ての過去の実刑判決事案

を申告しなければならない231。 

なお、申請時に心理テストなどの実施によるスクリーニングテストは行われていない。 

 

 ② 申請書を警察署へ提出 

銃器免許を申請する場合は、「様式 101」に必要事項を記入し、居住地域の警察署へ提

出する。「様式 101」には申請者の個人情報をはじめ、過去の犯罪歴、病歴（精神疾患、

うつ病などの治療歴を含む）、所持を希望する銃器、実包の種類、銃器の保管場所に関す

る説明、過去の診断内容及び申請者のことを良く知る身元保証人 2 人からの証言（当該

人物が銃器を持つことについて危険性がないことを証言するもの）を記入しなければな

らない。これらの様式はロンドン警視庁（Metropolitan Police）をはじめとする各地域

の警察署のホームページからダウンロードすることが可能である。 

 

銃器免許の申請書「様式 101」の記入事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

身元保証人は、イギリスに居住しており、申請者と知り合ってから最低 2 年間が経っ

ている議員、牧師、医者、弁護士、公務員、銀行員あるいはそれらに類似する職業に就

いている者でなければならない。又、建築家、会計士など専門職や軍人、教員なども身

                                                  
231 Metropolitan Police Service ホームページ 

 申請者の個人情報 

 犯罪歴、病歴（通常診断を受けている医師を明記） 

 所持を希望する銃器の詳細 

 所持を希望する実包の詳細 

 銃器の保管場所の特定 

 過去の銃器/散弾銃免許の申請実績の有無 

 身元保証人 2 人による証言 

 申請者による宣誓（記載内容に虚偽がないことを宣誓する。） 
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元保証人になることができる。通常では、申請者の雇用主など、申請者のことをよく知

っている人物が好ましいとされている。他方、申請者の親族、現役の警察官、銃砲店の

店員は身元保証人になることはできない。 

申請書を受理した警察署は、必要に応じて身元保証人の適格性審査も実施する。仮に

身元保証人が過去に実刑判決を受けたことがある場合や、銃器/散弾銃免許を剥奪されて

いた場合は、身元保証人としての適格性が欠落しているとして証言が無効となる場合も

ある232。 

 

                                                  
232 Home Office, “Firearms Law Guidance to the Police 2002”. 
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個人情報記入欄 犯罪歴・病歴記入欄

所持を希望する銃器の詳細 

所持を希望する実包の詳細 

銃器の保管場所 

の詳細 

過去の申請内容

に関する記入欄 

身元保証人2人

による証言 

虚偽の申請が無いことの宣誓

銃器免許証申請用紙 サンプル（フォーム 101） 
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③ 各地域の銃器担当官による面接 

各地域の警察署に配置されている銃器担当官（Firearm Officer）によって申請者の審

査が行われる。通常の審査には面接、自宅への訪問、近隣住民への聞き込み調査などが

含まれる。訪問は事前に日時が取り決められ、抜き打ちで行われるものではない233。面接

や自宅への訪問調査では、申請者が銃器を持つことによって公共の安全に危険を及ぼす

可能性の有無が判断される。 

又、審査の際には、申請者の適格性に加え、銃器を持つ正当な理由を有しているかが

判断される。銃器免許の申請者の大半は職業やスポーツ、レクリエーションのために射

撃を行うことを目的としており、これらの理由を申請書に記載しなければならない。単

にある特定の銃器を所持したいという願望は銃器を持つ正当な理由とはならない234。 

 

④ 銃器免許の発行 

審査の結果、申請者の適格性に問題がないと判断された場合は、銃器免許が発行され

る。審査には通常 8週間を要する235。発行に係る費用は、銃器免許、散弾銃免許ともに新

規の場合 50 ポンド、更新の場合は 40 ポンドである236。免許の中には、所持しても良い実

包の種類及び数量が明記される237。 

銃器免許の有効期間は 5年間である238。 

 

（２）散弾銃免許の取得プロセス 

① 欠格事由の確認 

散弾銃免許を取得するためには、終身刑又は懲役 3 年間以上の実刑判決を受けていな

いこと、未成年者ではないこと、精神疾患者などの欠格事由に該当しないことなどが条

件となる。散弾銃免許を申請する際は、交通規則違反や海外での起訴を含む、全ての過

去の実刑判決事案を申告しなければならない239。 

  

 ② 申請書を警察署へ提出 

散弾銃免許の取得を希望する者は、「様式 103」に記入し、居住地域の警察署へ提出す

る。「様式 103」には以下のことを記入しなければならない。 

                                                  
233 Home Office, “Firearms Law Guidance to the Police 2002” 
234 同上 
235 Metropolitan Police Service ホームページ 
236 2008 年 12 月現在。Metropolitan Police Service ホームページ 
237 同上 
238 Metropolitan Police Service ホームページ 
239 同上 
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散弾銃免許の申請書「様式 103」の記入事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

散弾銃免許の申請書は、身元保証人による証言が 1 人分でよいなど、銃器申請書の

記載内容と比較し、規則が緩やかになっている。 

 

③ 各地域の銃器担当官による面接 

銃器免許と同様 

 

④ 散弾銃免許の発行 

銃器免許と同様 

なお、散弾銃免許の有効期間は、銃器免許と同様に 5年間となっている240。 

 

                                                  
240 Metropolitan Police Service ホームページ 

 申請者の個人情報 

 犯罪歴、病歴 

 所持を希望する銃器の詳細及び銃器の保管場所の特定 

 メーカー名、口径、シリアルナンバーの記入 

 過去の銃器/散弾銃免許の申請実績の有無 

 身元保証人 1 人による証言 

 申請者による宣誓（記載内容に虚偽がないことを宣誓する） 
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個人情報記入欄 犯罪歴・病歴記入欄

所有を希望する銃器の詳細、

保管場所の明記 

メーカー名、口径、シリアルナンバーの記入 

虚偽の申請が無いことの宣誓 

身元保証人1人に

よる証言 

過去の申請内容

に関する記入欄 

散弾弾免許申請用紙 サンプル（フォーム 103） 
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イギリスにおける銃器/散弾銃免許発行のプロセス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    出所：各種資料より MRI 作成 
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５－２－３ 欠格事由の判定の際の専門医の関与 

申請書の記載内容に疑義がある場合にのみ、銃器担当官は申請者を診断している医師に

コンタクトを取り、申請者の健康状態について問い合わせることができる。ただし、内務

省は医師によるプライバシー保護の原則を守るため、各地域の警察署に対し医師への問い

合わせは必要最低限とするよう指導を行っている241。警察から問い合わせを受けた医師は、

申請者の病歴に関する事実のみを警察に提供することとなっており、病歴に関する意見な

どを述べることはない。又、警察官は医師が当該申請者が銃器を持つことに対しどのよう

な意見を持つか尋ねてはならないこととなっている242。各警察署の銃器担当者は、医師から

得られた情報をもとに、当該申請者に銃器免許を発行することの是非について検討を行う。

銃器担当者は必要に応じて警察医の意見を仰ぐことできる243。 

なお、警察が医師に問い合わせを行う際は、必ず申請者の同意を得なければならない。

銃器/散弾銃許可証の申請書には、警察が医師にコンタクトを取り病歴を入手することにつ

いて申請者が同意したことを示す署名欄がある。したがって、すべての申請者は免許証の

申請時に、警察が医師にコンタクトを取ることについて同意したことになる。 

 

          警察が医師にコンタクトを取ることの同意欄

                                                  
241 Home Office, “Firearms Law Guidance to the Police 2002” 
242 同上 
243 同上 

警察が、私の診断を行った医師から 

私の病歴を入手することに同意します。 

署名  日付   




